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１ 学校施設の１ＪＪＩに ついて

ｊ・開放時間

学校教育に支障がない範囲で。 午後 １０ 時ま で１ミ｜ＪＪｉｌ でき ます。

・目］体登録

南あわじ市Ｆ大９ の学校施設を禾Ｉ」只１す るには、 まず回体登録が必要になり ます。回体登録を

する にはな下の要件を満た さなければな りません。

・南あわ じ市 「メ９に在住または在勤する者で成人の代表者を含んでい ること

登録につ いて は、 「学校施設使用回体登録串請書 （様式第 １号）」 に必要事識を記入のう え、

南あわじ市教育委員会体育青少年課 （な下「教育委員 会」 とい う。 ）ま で提ｉし てく ださ

い。

※登録ｒ大１容に変・があ った場合は、 その都度、教育委員会へ届 け皀 くだ さい。

※「学校施設使用回体登録申請書（様式第１ 昜） 」は教育委員会で もＲ布してお りま すが、

南あわじ市のホームページから でも ダウ ンロ ードする こと がで きます。

２。 学校施設予約 シス テム につ いて

南あわじ市では、 学校施設 （体育館やグラウ ンド等） をよ り便利に ご利Ｊ≡目い ただ ける よう

にイ ンタ ーネ ット によ る予約システムを導入 しています。

予約シス テム は、 南あわじ市のホームページから ご覧 いただけ ます。

南あわじ市ホームペー ジ下部分にあ る「役所の情報」 →「公族施設案Ｆ大」 」→

青色見ｍ し「スポーツ施設ＪＦ大１ にある「学校施設予約」→ 「学校施設予約シ ステム」

をク リッ クく ださ い。

※予約方缶等は「 シス テム操作マニ ュアル」 の５ ペー ジｘｊ、降を ご覧 くだ さい
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３。 予約につ いて

１・ 予約串請について

イン ターネッ トか ら施設の予約 を串請する場合、 「ｊＦＩＪｍ 日。 禾｜Ｊ」１時間帯、使Ｊ１１料、照回な

ど」 の入力を行い、学校行事等に回題がなければ、予約が■付されます。

１・ 予約期間 につ いて

禾｜ＪＪＩ者の禾Ｉ」 慢性 を［お］ 上さ せる ため、予約期間を 「禾Ｉ」 只１ 日肖 日か ら４ か箟前」 まで ｉｌ能にし

てお りま す。

※現在シ ステムの運Ｊｉｌ 上５ 日前まで しか予約する こと がで きません が、 やむを得ず当日

までの戛で予約を ｌｌ又り たい場合は、 教育委員会までお問い合わせく ださ い。

■予 約の キャ ンセ ルに ついて

シス テム上でキャ ンセ ルはでき ません。 予約入力後、 最後に確認画面がｉま すの で、 十分

に確認の うえ 予約作業 を行 って くだ さい。予約をなり 消し たい場合 は、 教育委覧会ま で連絡

して くだ さい。

連絡事項

①団体名

②キャンセルする予約内容 ［施数・利社丿日 一利万］時間 ・埋け｜）

※特 ｙｌ ｌ』 な事情がない にも 関わ らず、予 約の キャ ンセ ルが続ｉ する 回体 につ いて は、 他回体へ

の影響も ある こと から予約を制ほする場合があり 、回体登録をなり ５肖 しさせていただく

こと があ りま す。

Ｘ予約状Ｘ確認に つい て、 平日 ８： ３０ ～１ ７　：　１５　まで は教育委員兔でｉイ才 ｉｉｌ能 です が、

土一 日・ 祝日 については、 ヨ京健康広場へ連絡をお願いいたします。

（三原健康広 場： ０７ ９９ －４ ２－ ５６ ３０）
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４。 使万１料 につ いて

使Ｊ≡目 料については下笆のと おり 計算されます （表 は１ 時間肖た りの使用料を掲載）。

表①　各まま使Ｊｉｉｌ料

施設 基本使Ｊ≡目料 照明 設備使用料

体育館 ２００円 ３００円

武道場 ２００円 ３００円

錬成場 ２００円 ３００円

運動場 ２００円 下笆の表②を参照

表②　Ｘ動４ナ イタ ー照明ａ備使ＪｉｉｌＳ

学校宅 使用料 学校悒 使用料

倭ズ／ト学校 ７００円 榎夕りノト学校 ７００円

松帆ノト学校 ５００円 八木／ト学校 １， ０００円

湊ノト学校 ５００円 西淡中学校 １， ０００円

志Ｍ］ノト学校 ５００円 広日ヨ中学校 ７００円

く備考ン

１　 体育館については、バ レーボールコ ート １面 １時間芭たり の使丿目 料。

２　 武道場Ｒび錬成場につ いて は、 １時ＦＢＩ当 たり の使用料。

３　 運動場については、１ コー ト１ 面１ 時開芭た りの使用料。

４　 各施設の照緊設備使用料については、１ 時間当た りの使用料。

５　 各施設の ３０ 分間芭た りの基本使丿目料八び照明設備使用料は上記の表に掲 げる

それ ぞれ の額 の２ 分の １の 額。
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５。 使Ｊｉｌ 料の納付につ いて

・使万１料の請求は１ ヶＪＲ１ 分を まと めて計算 し、 請求額が確定 し納付書を送付いたし ます。

納付書に記載 して いる期日 までに納付く ださ い。

・使ｍ料を滞納している回体は予約を制ほする場合があり ます。

・使只１料の減免を受けて いる 回体は、 従来どお り使ＨＩ 料の減免を受ける こと が’ｉ］“能です。

その際、 事前に減免串請書を提出していただ き、 教育委員会か らの許ｊｌが心きにな りま

す。

６。 登録内容の変１１ につ いて

「代表者が変わっ た」 、「書類のき付先を変ｌｌ した い」 等、 登録ｒ大１容 を変・したい場合は、

システムにて変・手続きを哂つてく ださ い。

※登録内容の変更は「システム操作マニュアル」 の１ １ページ をご覧く ださ い。
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７。 情報発信につ いて　 １・ＸＳ

学校施設ｊＦＩＪ ＪＩ に関する おＭ］ら せがある場合は、 学校施設予約 シス テムのト ップにある

「お タミロら せ」 の欄にて情報発信 します。 随時ご確ａく ださ い。

【情報を信例】

｜　　　 一新型コ ロナウイ ルス感染拡大防止に関する 禾ＩＪＪ年１ 中止等の勵Ｊ Ｊ４１制ｍについて

：　　　・修繕工事、 自然・害時の避難所と して の使丿手１に 伴う 禾｜」只１制ｍについて

Ｘ、　　※詳 しく は「 シス テム操作 マニ ュア ル」 の２ ペー ジを ご覧 くだ さい。
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８。 その他

・「利ｍ の手 回｜ き」 は令和３ 年４ Ｊ≡｜現在の もの です。軽微な訂ｉＥ、 変戛などは市のホ ーム

ページや広報などを亟じて連絡 します。

・ま れに都合で予約串 請を キャ ンセ ルさ せて いた だく 場合があ りま す。 その際、 利ＪＩで きな

いこ とがわか り次第、 学校施設予約 シス テム のト ップ にあ る「 お知 らせ」欄 など で連絡さ

せて いた だき ます ので 、ご 了承 くだ さい。

３が メールア ドレ スを登録 して いた だく と、 予約等を ぞｉ つた際に 自動的にｉ１ タＪ］さ れます。

メールア ドレ スの登録方法は「シス テム操作マニ ュア ル」 １１ ページを ご参照く ださい

・学校施設内 は全ｉｊ禁煙です。施設禾｜Ｊ Ｆ目 後にａい殼等が見つかれば、施設の 禾ＩＪｊｆｌ を停止させ

ていただ く場合も あり ますので ご注意く ださ い。

【お問い合わせ先】（１イｍＭ ：平日８　鸚　３０　そ～１７ か５ ｊ）

南あわじ市教育委員会　体育青少年很

干６５６－０４９２　南あわじ市市善光寺２２番地１

Ｔ　Ｅ　Ｌ　：　０７９９－４３－５２３４　　　 Ｆ　Ａ　Ｘ　：　０７９９－４３－５３３４
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